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１ 令和５年度決算に基づく健全化判断比率報告書 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化判断比

率を次のとおり報告する。 

 

 

（１）総括表 

（単位：％） 

区 分 
実質赤字 

比 率 

連結実質赤字 

比 率 

実質公債費 

比 率 

将来負担 

比 率 

令和５年度決算 

健全化判断比率 
－ － １１．９ ８０.９ 

（早期健全化基準） （１３．３１） （１８．３１） （２５．０） （３５０．０） 

（財政再生基準） （２０．００） （３０．００） （３５．０） － 

注 実質赤字額又は連結赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

 

＜参 考＞ 比率の概要 

区    分 概    要 

実質赤字比率 

（一般会計等の実質赤字の比率） 

 市税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としてい

る一般会計等について、歳出に対する歳入の不足額（いわゆる赤

字額）を市の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で

除したものである。 

連結実質赤字比率 

（全ての会計の実質赤字の比率） 

 市のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して、市全体として

の歳出に対する歳入の資金不足額を、市の一般財源の標準的な規

模を表す標準財政規模の額で除したものである。 

実質公債費比率 

（公債費等の比重を示す比率） 

 市の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならな

い経費である公債費や公債費に準じた経費を市の標準財政規模を

基本とした額で除したものの３カ年間の平均値である。 

将来負担比率 

（地方債残高のほか一般会計等

が将来負担すべき実質的な負債

を捉えた比率） 

 市の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な

負債にあたる額（将来負担額）を把握し、この将来負担額から負

債の償還に充てることができる基金等を控除の上、市の標準財政

規模を基本とした額で除したものである。 
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（２）実質赤字比率 

 

 ア 一般会計等の実質収支額 

（単位：千円） 

会計名 
歳入総額 

A 

歳出総額 

B 

歳入歳出 

差引額 

C（A‐B） 

翌年度へ繰り

越すべき財源

D 

実質 

収支額 

E（C‐D） 

一般会計 19,176,194 18,548,242 627,952 74,073 553,879 

注 一般会計は、純計後の数値で算定している。 

 

（単位：千円） 

イ 標準財政規模 10,168,759 

 うち、臨時財政対策債発行可能額 86,157 

 

（単位：％） 

ウ 実質赤字比率 － 
※実質収支比率 5.44％ 

    （E/イ） 

注 実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

 

 

【算定方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質赤字比率 ウ ＝ 
アのE欄の合計  （※マイナスの場合のみ） 

イ 
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（３）連結実質赤字比率 

（単位：千円） 

区    分 金  額 備  考 

 ア 一般会計等の実質収支額の合計 553,879 （２）ア Ｅ欄の金額 

 イ 公営事業会計の実質収支額（①＋②＋③） 246,662  

 

①  国民健康保険特別会計 90,013  

②  介護保険特別会計 146,138  

③  後期高齢者医療特別会計 10,511  

 ウ 公営企業会計の資金不足額又は資金剰余額 

   （④＋⑤＋⑥＋⑦） 
5,758,468 

資金不足額がある場合はマ

イナス計上 
 

④  水道事業会計 4,095,085 

⑤  下水道事業会計 611,869  

⑥  病院事業会計 608,558 

⑦  宅地造成事業特別会計 442,956 

 エ 標準財政規模 10,168,759 
臨時財政対策債発行可能額

を含む。 

 

 

（単位：％） 

 オ 連結実質赤字比率 － 

※連結実質 

収支比率 64.50％ 

（ア＋イ＋ウ）/エ 

注 連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

 

 

【算定方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結実質赤字比率 オ ＝ 
（ア＋イ＋ウ） （※マイナスの場合のみ） 

エ 

     

※連結実質赤字額・・・ （一般会計等の実質赤字の合計額＋公営企業会計の資金不足額） 

 －（一般会計等の実質黒字の合計額＋公営企業会計の資金剰余額）  
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（４）実質公債費比率 

（単位：千円） 

区    分 金  額 備  考 

 ア 地方債の元利償還金 1,746,617 
繰上償還及び満期一括償還

元金を除く。 

 イ 準元利償還金 714,227 

公営企業債繰入金、一部事

務組合の起債償還に充てた

補助金負担金、債務負担行

為、一時借入金の利子 

 ウ 特定財源の額 207,757  

 エ 基準財政需要額に算入された公債費及び 

準公債費 
1,250,054 

事業費補正、災害復旧費等

基準財政需要額、密度補正 

 オ 標準財政規模 10,168,759 
臨時財政対策債発行可能額

を含む。 

 

（単位：％） 

 カ 実質公債費比率（単年度） 11.2 
Ｒ３ 12.4％ 

Ｒ４ 12.1％ 

 キ 実質公債費比率（３か年平均） 11.9 （前年度 11.8％） 

 

 

【算定方法】 

 

実質公債費比率 カ ＝ 
（ア＋イ）－（ウ＋エ） 

オ － エ 

      

※準元利償還金・・・ 主に、「一般会計等からの特別会計への繰出金のうち公営企業債の償

還に充てたと認められるもの」や、「債務負担行為に基づく支出のう

ち公債費に準ずるもの」など 
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（５）将来負担比率 

（単位：千円） 

区    分 金  額 備  考 

 ア 一般会計等に係る地方債の現在高 19,197,030 一般会計 

 イ 債務負担行為に基づく支出予定額 0 準元利償還金 

 ウ 一般会計以外の特別会計に係る地方債の償還

に充てるための一般会計等からの繰入見込額 
8,043,024  

 エ 組合又は地方開発事業団が起こした地方債の

償還に係る地方公共団体の負担見込額 
114,596  

 オ 退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見

込額 
2,061,883 

一般会計等対象職員及び特

別職 

 カ 設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担

見込額 
0 

公的信用保証制度融資に係

る損失補償等 

 キ 連結実質赤字額 0  

 ク 組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等負

担見込額 
0  

 ケ 地方債の償還額等に充当可能な基金の残高の

合計額 
4,626,831 財政調整基金、減債基金等 

 コ 地方債の償還等に充当可能な特定の収入 474,711  

 サ 地方債の償還等に要する経費として基準財政

需要額に算入されることが見込まれる額 
17,099,390  

 シ 標準財政規模 10,168,759 
臨時財政対策債発行可能額

を含む。 

 ス 基準財政需要額に算入された公債費及び準公

債費 
1,250,054  

 

 セ 将来負担比率 80.9 （前年度 100.5） 

 

 

【算定方法】 

 

将来負担比率 セ ＝ 
（ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ＋キ＋ク） － （ケ＋コ＋サ） 

シ － ス 

 

 

 

※
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２ 令和５年度決算に基づく資金不足比率報告書 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、資金不足比

率を次のとおり報告する。 

 

 

（１）総括表 

 

区 分 

法適用企業 法非適用企業 

病院事業会計 

水道事業会計 

下水道事業会計 

宅地造成事業特別会計 

令和５年度 

決算資金不足比率 
－ － 

（経営健全化基準） （２０．０） 

注 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

 

 

＜参 考＞ 比率の概要 

区    分 概    要 

資金不足比率 

（公営企業ごとの資金不足

額の比率） 

 一般会計等の実質収支にあたる公営企業会計における資金不足に

ついて、公営企業の事業規模に対する比率を表したものである。 
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（２）法適用企業 

 

 ①資金不足額          （単位：千円） 

会計名 

流動負債 

 

A 

算入地方債 

 

B 

流動資産 

 

C 

資金不足額 

又は資金剰余額    

D（A+B-C） 

水道事業会計 105,616 0 4,200,701 △4,095,085 

下水道事業会計 199,249 0 811,118 △611,869 

病院事業会計 211,073 0 819,631 △608,558 

注１ 流動負債は、控除未払金等の控除額を除く。 

注２ 流動資産は、控除財源等の控除額を除く。 

注３ D欄が△の場合、資金剰余額となる。 

 

 

②事業の規模          （単位：千円） 

会計名 

営業収益の額 

 

E 

受託工事 

収益の額 

F 

事業の規模 

 

G（E-F） 

備 考 

水道事業会計 937,540 813 936,727  

下水道事業会計 853,314 0 879,360  

病院事業会計 1,913,390 0 1,913,390  

 

 

③資金不足比率        （単位：％） 

水道事業会計 － ※資金剰余比率 437.2％ 

下水道事業会計 － ※資金剰余比率  69.6％ 

病院事業会計 － ※資金剰余比率  31.8％ 

注 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

【算定方法】 

資金不足比率 ③ ＝ 
D （※マイナスは、資金剰余額となる。） 

G 

 

 

 

※
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（３）法非適用企業 

 

 ①資金不足額 

（単位：千円） 

会計名 

歳出額 

 

A 

算入地方債 

 

B 

歳入額 

 

C 

土地収入 

見込額 

D 

資金不足額 

又は資金剰余額    

E（A+B-C-D） 

宅地造成事業 

特別会計 
11,677 0 36,682 417,951 △442,956  

注１ 歳入額は、繰越明許費繰越額等に係る額を除く。 

注２ 土地収入見込額は、帳簿価額（造成に要した経費）を上限とした額とする。 

注３ E欄が△の場合、資金剰余額となる。 

 

②事業の規模 

（単位：千円） 

会計名 

営業収益の額-受

託工事収益の額 

F 

資本・負債 

（宅造のみ） 

G 

事業の規模 

 

H（ForG） 

備 考 

宅地造成事業 

特別会計 
0 442,956 442,956  

 

③資金不足比率 

（単位：％） 

宅地造成事業特別会計 － ※資金剰余比率 100.0％ 

注 資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

 

【算定方法】 

 

資金不足比率 ③ ＝ 
E （※マイナスは、資金剰余額となる。） 

H 

 

 

 

※
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（参考） 各指標の対象範囲 

一 

般 

会 

計 

等 

一 般 会 計 

 

公 

営 

事 

業 

会 

計 

一般会計等以外

の特別会計のう

ち公営企業に係

る特別会計以外

の特別会計 

国民健康保険事業特別会計 
 

後期高齢者医療特別会計 

介護保険事業特別会計 

 

公

営

企

業

会

計 

公

営

企

業

に

係

る

会

計 

法適用 

病院事業会計 

 水道事業会計 

下水道事業会計 

法非適用 宅地造成事業特別会計  

 

一部事務組合・ 

広域連合 

中越福祉事務組合 

 
新潟県後期高齢者医療広域

連合 

新潟県市町村総合事務組合 

 

 

 

地方公社・ 

第三セクター等 
長岡地域土地開発公社  

 

実

質

赤

字

比

率 

 

 

 

 

 

 

 

連

結

実

質

赤

字

比

率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準

元

利

償

還

金

の

対

象

会

計 

 

 

 

 

 

 

 

将

来

負

担

比

率 

実

質

公

債

費

比

率 

資

金

不

足

比

率 


